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1 森林経営計画制度の概要



１．森林経営計画制度の概要①

一体的なまとまりをもった森林における計画的・効率的な森林の施業等を通じた
森林の有する多面的機能の十全な発揮

目的

①森林所有者
②森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

作成者

５年

計画期間

属人計画区域計画林班計画

種類

属人計画区域計画林班計画



１．森林経営計画制度の概要②

〇 市町村長 ⇒ １市町村区域内にある場合

〇 都道府県知事 ⇒ 県内の複数の市町村にわたる場合

〇 農林水産大臣 ⇒ 複数の都道府県にわたる場合

認定者

効率的かつ継続的な
施業による安定的な
木材供給の実現

育成

伐採植栽

利用



2 現状・課題



２．現状・課題①

全国の森林経営計画認定面積

（千ha)

平成24、25年度に計画が多く認定され、更新年度（平成29、30年度、
令和４年度）に大きく減少する傾向となっている。
次期計画を作成するにあたり、面積の縮小または計画されていないと推察。
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２．現状・課題②

広島県の森林経営計画認定面積

（ha)
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平成25年度に新規で最も多く森林経営計画が認定されている。
更新年度（平成29、30年度、令和５年度）での森林経営計画の認定面積及び、
新規で作成される森林経営計画の認定面積は減少傾向となっている。

②県内の森林経営計画の認定面積



２．現状・課題③

森林経営計画の
認定面積が
減少している

森林境界が
特定できない

森林所有者が
特定できない

計画制度の仕組み・
計画作成の方法が
わからない

【今回の取組】
森林経営計画制度の理解促進への取組みの強化。
市町や林業経営体に対しての森林経営計画作成等の支援。

計画制度の仕組み・
計画作成の方法が
わからない



３ 活動内容・取組の成果



（ 市町認定の場合 ）
計画提出～計画始期まで20日間

３．活動内容・取組の成果

①計画作成主体に
対しての作成支援

②計画認定事務を担う
市町に対しての支援

計画の始期
施業の実行

森林経営計画
の認定

計画の作成
・提出

計画場所の選定
施業内容の決定

森林経営計画の作成の流れ



①計画作成主体に対しての計画作成支援

３．活動内容・取組の成果①

電話、メール、状況に応じてwebや対面での対応。
森林経営計画制度に関する研修の実施。

森林経営計画を作成するにあたり生じた課題の解消。

市町・・・５件 森林組合・・・13件 民間企業・・・15件

目的

対応

実績



３．活動内容・取組の成果②

計画作成主体に対しての支援状況

研修実施状況 作成支援状況①

作成支援状況② 作成支援状況③



３．活動内容・取組の成果③

林業経営体が所有する山林で間伐を実施したい！

県
（集積班）

林業経営体

地方機関
（造林担当）

初めて森林経営計画を作成する林業経営体への支援

施業の実行
計画の始期

森林経営計画
の認定

計画の作成
・提出

計画場所の選定
施業内容の決定

市町



３．活動内容・取組の成果④

森林組合や民間企業等が作成した森林経営計画を認定していくに
当たり生じた課題の解消。

目的

森林経営計画制度に関する研修の実施。
電話、メール、状況に応じてwebや対面での対応。

対応

市町基礎研修の実施、市町（個別案件）・・・５件

実績

②計画認定事務を担う市町に対しての支援



市
町
村
森
林
整
備
計
画
と
の
適
合
を
確
認

適正な主伐の基準

適正な間伐の基準

・成長量の範囲内を基準とする伐採

（主伐量の上限）

・適切なサイクルに基づく間伐
（間伐面積の下限）

・主伐後に更新が図られていない

場合は５年以内に更新

適正な植栽の基準

・標準伐期齢以上で伐採

・１箇所あたりの主伐面積の規模

（20ha以下等）

・伐採後の造林を天然更新する

場合の伐採率

・森林の経営に関する長期の方針

・森林の現況及び伐採計画等

・森林の経営の規模拡大の目標等

（任意）

計画事項

・森林の保護に関する事項

・森林の経営の共同化に関する事項

認定基準

・間伐率の上限（35％）以内で伐採

３．活動内容・取組の成果⑤

森林経営計画の計画事項と認定基準



３．活動内容・取組の成果⑥

①森林経営計画制度の詳細説明
②森林経営計画サブシステムで
作成された森林経営計画の認定方法
③Excel等で作成された森林経営計画の
認定方法

〇計画作成主体とともに認定基準の
共有をおこなった。

〇森林経営計画の認定事務がより
適正に進められるようになった。

計画認定事務を担う市町に対しての支援

認証チェック画面

支援状況

結果

内容



４ 今後の展開・まとめ



庄原市

三次市

世羅町

安芸高田市

北広島町

安芸太田町

広島市

廿日市市

府中市

神石高原町

４ 今後の展開①

設定した林業経営適地

林業経営体に集約化した
林業経営適地

凡例

県内人工林約４万haを
「林業経営適地」に設定。

「林業経営適地」において
森林経営計画の作成を
促進。

持続可能な森林資源
サイクルを構築。

林業経営適地での集約化の取組



４ 今後の展開②

森林経営計画サブシステムの改修

森林経営計画サブシステム
に関する相談・・・15件

・データの共有
・操作性、利便性の向上

県

計画作成
主体

市町

共有



まとめ

森林経営計画の作成と実行が促進されることにより、

⇒健全な森林の造成や森林の諸機能が発揮される。

取組支援として、

１．森林経営計画制度に関する研修等の開催
２．林業経営体等に対する森林経営計画の作成支援
３．市町に対して森林経営計画の認定方法等に関する支援

などを実施。

引き続き、市町・林業経営体のニーズに応え、

効果的な支援を検討・実践していきたい。



ご清聴ありがとうございました


